
​オリバーグループ給付型奨学金規定​

​第1条（趣旨）​

​本奨学金は、相模原市・町田市・八王子市の大学に在籍する学生を対象とし、地域​

​社会への貢献意欲を持つ若者を支援することを目的とする。経済的な理由で学業継​

​続が困難な学生を支援し、地域の未来を担う人材の育成を目指す。​

​第2条（名称）​

​本奨学金は、「オリバー奨学金」と称する。​

​第3条（給付対象者）​

​本奨学金の給付対象者は、相模原市・町田市・八王子市に所在する大学に在籍する​

​学生並びに院生（学部不問、国籍不問）とする。​

​第4条（給付金額・給付期間・給付方法）​

​1.​​給付金額は、年額120,000円（月額10,000円）とする。​

​2.​​給付期間は、2年間（毎年10月末が支給開始）とする。​

​3.​​奨学金は、毎月指定口座へ振込により給付する。​

​第5条（給付人数）​

​奨学金の給付人数は、最大3名とする。ただし、選考結果により人数を変更する場合​

​がある。​

​第6条（応募資格）​

​本奨学金に応募する者は、以下のすべてに該当する者とする。​

​1.​​相模原市・町田市・八王子市の大学に在籍していること​

​2.​​世帯収入（所得）が600万円以下であること。​



​※本規程における「世帯」とは、住民票上の記載（同居・別居等）にかかわ​

​らず、学費や生活費などの家計を共にしている家族全員を指すものとする。​

​3.​​応募時点で在学していること​

​4.​​必要書類を提出できること​

​第7条（応募手続き・申込方法）​

​応募希望者は、専用フォームに以下の書類データをすべて添付（アップロード）し​

​て申請することとする。原則として郵送や持参での受付は行わない。​

​1.​​自己紹介ファイル​

​2.​​作文​

​3.​​在学証明書​

​4.​​住民票​

​（世帯全員分。マイナンバーの記載がないものに限る。学生本人が一​

​人暮らし等で別居している場合は、本人および家計を共にする実家等​

​の世帯全員分のデータが必要）​

​5.​​所得証明書・課税証明書​

​（世帯全員分。無収入の場合は非課税証明書とする）​

​6.​​その他、当社が必要と認める書類​

​第8条（選考方法）​

​奨学金の給付対象者は、役員会による書類選考により決定する。選考過程・理由は​

​非公開とする。​

​第9条（選考結果の発表）​

​選考結果は、申請者本人に通知する。通知時期は9月下旬とする。​

​第10条（奨学金の給付方法）​

​奨学金は、原則として、給付対象者本人の銀行口座に振り込む方法により給付す​

​る。​



​第11条（奨学生の義務）​

​奨学生は、以下の義務を負う。​

​1.​​在学・卒業証明書の提出​

​2.​​就学・生活状況の報告（求められた場合）​

​第12条（奨学金の停止・取り消し）​

​給付対象者が以下のいずれかに該当する場合、奨学金の給付を停止または取り消す​

​ことができる。​

​1.​​大学を退学、除籍、または休学した場合​

​2.​​品行を損なう行為があった場合​

​3.​​虚偽申請や不正受給があった場合​

​4.​​学業放棄​

​5.​​その他、奨学金給付対象者として不適格と認められる事由が発生した場合​

​第13条（奨学金の返還）​

​1.​​以下の場合、給付対象者は受給した奨学金の全部または一部を返還しなけれ​

​ばならない。​

​●​ ​虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の給付を受けたことが判明​

​した場合​

​●​ ​第12条により奨学金の給付が停止または取り消された場合​

​●​ ​給付対象者が自主的に学業を中断または放棄した場合​

​2.​​返還額は、状況に応じて当社が決定する。​

​3.​​返還方法は、一括返還を原則とするが、当社が認めた場合は分割返還も可能​

​とする。​

​4.​​返還期限は、当社が指定した日とする。​

​5.​​やむを得ない事情がある場合、給付対象者の申請に基づき、当社の判断によ​

​り返還の免除または猶予を行うことがある。​



​第14条（提出書類の取扱い）​

​提出された書類は、理由のいかんを問わず返却しない。​

​第15条（併給の可否）​

​本奨学金は、他の奨学金との併給を認める。ただし、他団体の規定により併給が制​

​限されている場合は、その規定に従うものとする。​

​第16条（その他）​

​本規定に定めのない事項については、当社が別途定める。​

​第17条（規定の変更）​

​本規定は、必要に応じて変更することがある。​

​第18条（事務局）​

​本奨学金に関する事務は、オリバーグループ経営企画部が行う。​

​附則​

​本規定は、2026年4月1日より施行する。​


